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は
じ
め
に

学
習
院
大
学
史
料
館
は
、
平
成
二
五
年
六
月
一
〇
日
に
寺
内
多
恵
子
氏
（
１
）
よ
り
、
寺
内

正
毅
・
寿
一
関
係
資
料
五
八
件
（
総
点
数
三
六
二
点
）
の
寄
贈
を
受
け
た
。

数
年
前
に
、
寺
内
多
恵
子
氏
よ
り
資
料
寄
贈
の
申
し
出
が
あ
り
、
今
年
度
に
入
り
受

贈
が
実
現
し
た
。
受
贈
資
料
の
概
要
は
、
掛
軸
・
書
簡
等
史
料
（
約
二
五
〇
点
）、
皇

室
よ
り
の
下
賜
品
（
八
点
）
と
ボ
ン
ボ
ニ
エ
ー
ル
（
約
一
〇
〇
点
）、
そ
の
他
工
芸
品
、

画
帖
な
ど
で
あ
る
。

一　

寺
内
正
毅
・
寿
一
に
つ
い
て

寺
内
正
毅
は
、
山
縣
有
朋
・
桂
太
郎
に
つ
ぐ
長
州
軍
閥
の
巨
頭
と
称
さ
れ
る
。

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
閏
二
月
五
日
、
長
州
藩
士
宇
多
田
正
輔
三
男
と
し
て
宮
野

村（
現
山
口
市
）に
生
ま
れ
、の
ち
寺
内
家
の
養
嗣
子
と
な
っ
た
。慶
応
元
年（
一
八
六
五
）

長
州
藩
御
楯
隊
に
入
り
、戊
辰
戦
争
で
は
箱
館
戦
争
に
従
軍
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

陸
軍
少
尉
に
任
官
す
る
。
同
一
〇
年
西
南
戦
争
田
原
坂
の
戦
で
右
腕
に
銃
創
を
受
け
、

右
手
の
自
由
を
失
っ
た
。

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
閑
院
宮
載
仁
親
王
の
留
学
に
際
し
、
公
使
館
付
武
官
と

し
て
フ
ラ
ン
ス
に
随
行
し
、
士
官
養
成
法
な
ど
を
学
ぶ
。
同
一
九
年
一
月
に
帰
国
し
、

陸
軍
大
臣
官
房
副
長
、
陸
相
秘
書
官
か
ら
陸
軍
士
官
学
校
長
と
な
り
士
官
教
育
改
革
を

行
う
。

日
清
戦
争
で
は
運
輸
通
信
長
官
と
し
て
兵
站
部
門
を
担
当
し
て
功
績
を
上
げ
た
。
明

治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
に
は
再
び
欧
州
へ
差
遣
。
帰
朝
の
後
、同
三
一
年
教
育
総
監
、

陸
軍
中
将
に
な
っ
た
後
、
同
三
三
年
参
謀
本
部
次
長
、
陸
大
校
長
事
務
取
扱
。
同
三
五

年
第
一
次
桂
内
閣
に
陸
軍
大
臣
と
し
て
入
閣
し
、
日
露
戦
争
で
は
陸
軍
大
臣
と
し
て
予

算
確
保
な
ど
内
政
面
で
尽
力
し
、
戦
争
計
画
を
推
進
し
た
。

明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
陸
軍
大
将
に
昇
進
、
勲
功
に
よ
り
子
爵
と
な
る
。
こ
の

間
、
第
一
次
西
園
寺
内
閣
・
第
二
次
桂
内
閣
の
陸
軍
大
臣
を
歴
任
。
同
四
三
年
五
月
に

は
韓
国
統
監
を
兼
任
し
て
、
韓
国
併
合
を
推
進
。
そ
の
功
に
よ
り
同
四
四
年
四
月
伯
爵

に
陞
爵
。
同
年
八
月
に
韓
国
併
合
が
行
わ
れ
る
と
初
代
朝
鮮
総
督
に
就
任
し
た
。
大
正

五
年
（
一
九
一
六
）
六
月
に
は
元
帥
府
に
列
せ
ら
れ
る
。

大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
一
〇
月
第
一
八
代
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
。
海
軍
大
臣
以

外
は
全
員
山
縣
系
と
い
う
藩
閥
、
官
僚
で
組
織
す
る
超
然
内
閣
で
あ
っ
た
。
寺
内
内
閣

寺
内
正
毅
・
寿ひ

さ

一い
ち

新
収
資
料
に
つ
い
て

　

―
皇
室
下
賜
工
芸
品
の
来
歴
調
査
―

長
佐
古　

美
奈
子　

寺内正毅
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は
積
極
的
に
中
国
へ
の
介
入
を
行
う
。
西
原
借
款
を
通
じ
て
、
北
京
政
府
を
支
援
す
る

と
、
欧
米
も
こ
れ
に
追
随
し
た
。
ま
た
、
国
内
で
は
金
本
位
制
の
停
止
を
始
め
、
戦
時

を
理
由
と
し
軍
備
拡
張
な
ど
を
推
進
し
た
。

大
正
六
年
（
一
九
一
七
）、
ロ
シ
ア
革
命
が
発
生
。
当
初
寺
内
は
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ

ク
に
艦
船
を
派
遣
し
て
居
留
民
保
護
を
行
う
方
針
で
あ
っ
た
が
、
外
務
大
臣
本
野
一
郎

の
積
極
策
と
ア
メ
リ
カ
の
要
請
に
よ
り
、
同
七
年
八
月
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
踏
み
切
る
こ

と
に
な
っ
た
。
シ
ベ
リ
ア
出
兵
の
噂
に
よ
り
米
価
が
高
騰
し
、
各
地
で
米
騒
動
が
発
生

し
た
。
こ
の
米
騒
動
の
責
任
を
と
っ
て
同
年
九
月
二
一
日
内
閣
は
総
辞
職
し
た
。
翌
大

正
八
年
一
一
月
三
日
大
磯
の
別
荘
に
て
六
八
歳
で
死
去
。

寺
内
寿
一
は
、
正
毅
の
長
男
。
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
八
月
八
日
生
ま
れ
。
陸

軍
士
官
学
校
第
一
一
期
生（
歩
兵
科
）。
同
四
二
年
陸
軍
大
学
校
卒
業
。
近
衛
師
団
参
謀
。

同
四
四
年
少
佐
・
参
謀
本
部
員
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
使
館
付
武
官
補
佐
官
。
大
正
二
年

（
一
九
一
三
）
ド
イ
ツ
駐
在
（
軍
事
研
究
）
帰
朝
の
後
、参
謀
本
部
部
員
。
同
五
年
中
佐
・

歩
兵
第
二
連
隊
付
。
同
八
年
大
佐
・
近
衛
歩
兵
第
三
連
隊
長
。
同
一
一
年
近
衛
師
団
参

謀
長
と
、
軍
人
と
し
て
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
歩
み
、
同
一
三
年
陸
軍
少
将
と
な
る
。
大

正
八
年
に
は
、
父
正
毅
の
死
去
に
伴
い
伯
爵
を
襲
爵
。

大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
第
一
師
団
司
令
部
付
。
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
朝
鮮

軍
参
謀
長
。
同
四
年
中
将
・
独
立
守
備
隊
（
在
南
満
州
）
司
令
官
。
同
五
年
第
五
師
団

長
、
同
七
年
第
四
師
団
長
、
同
九
年
台
湾
軍
司
令
官
を
経
て
、
同
一
〇
年
一
〇
月
陸
軍

大
将
と
な
り
、
翌
年
広
田
弘
毅
内
閣
の
陸
軍
大
臣
と
な
る
。

寺
内
寿
一
は
、
政
党
と
対
立
、
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
一
月
の
衆
議
院
で
の
立

憲
政
友
会
浜
田
国
松
議
員
の
軍
部
攻
撃
演
説
へ
の
答
弁
が
政
治
問
題
と
な
り
、
こ
の
た

め
広
田
内
閣
は
総
辞
職
し
た
。
そ
の
後
、
同
年
教
育
総
監
と
な
っ
た
が
、
盧
溝
橋
事
件

が
勃
発
し
た
た
め
、
北
支
那
方
面
軍
司
令
官
と
な
っ
た
。
同
一
三
年
一
一
月
か
ら
軍
事

参
議
官
。
同
一
四
年
に
は
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
へ
出
張
。

昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
一
一
月
、
南
方
軍
総
司
令
官
と
な
り
、
太
平
洋
戦
争
で

は
、
南
方
軍
を
統
率
し
て
進
攻
作
戦
を
行
い
、
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
要
域
を
占
領
。
つ
い

で
防
衛
作
戦
に
転
換
し
、
占
領
地
の
治
安
確
保
、
軍
政
の
実
施
、
重
要
国
防
資
源
の
内

地
還
送
な
ど
の
作
戦
準
備
中
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ビ
ル
マ
方
面
か
ら
連
合
軍
の
反
撃
を
受

け
た
。

昭
和
一
八
年
（
一
九
四
三
）
六
月
元
帥
府
に
列
せ
ら
れ
、父
子
二
代
の
元
帥
と
な
る
。

連
合
軍
に
降
伏
後
、
昭
和
二
一
年
六
月
一
二
日
午
前
二
時
四
二
分
（
２
）
レ
ン
ガ
ム
（
現
マ

レ
ー
シ
ア
）
に
て
病
死
。
六
八
歳
。

二　

周
知
の
寺
内
家
関
係
資
料
に
つ
い
て

現
在
ま
で
に
収
蔵
状
況
が
知
ら
れ
て
い
る
寺
内
家
関
係
の
資
料
は
、
正
毅
が
収
集
し

た
漢
籍
な
ど
が
山
口
県
立
大
学
図
書
館
（
３
）
に
、
書
簡
・
書
類
は
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資

料
室
に
収
蔵
さ
れ
、
寿
一
関
係
資
料
も
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
に
収
蔵
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
正
毅
・
寿
一
の
軍
関
係
遺
品
が
自
衛
隊
山
口
駐
屯
地
尚
武
館
に
収
蔵
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
従
前
、
寺
内
家
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

山
口
県
立
大
学
資
料
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
幸
司
編
『
寺
内
正
毅
ゆ
か
り
の
図
書
館　

桜お
う

圃ほ

寺
内
文
庫
の
研
究
（
４
）
』
が
、
詳
細
で
あ
る
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い

が
、元
々
は
正
毅
出
身
地
で
あ
る
山
口
県
宮
野
に
寿
一
が
建
設
し
た
「
桜
圃
寺
内
文
庫
」

を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
（
５
）
。
桜
圃
寺
内
文
庫
は
寺
内
正
毅
の
収
集
に
か
か
る
漢
籍
を

基
礎
と
し
、
広
く
一
般
に
公
開
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）

に
開
庫
し
た
。 

国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
寺
内
正
毅
関
係
文
書
は
総
数
三
三
九
五
点
。
日
清
戦

争
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
終
了
期
に
至
る
も
の
で
、
書
簡
二
千
二
百
通
余
、
書
類
お
よ

寺内寿一
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び
日
記
か
ら
な
る
。
書
簡
に
は
山
縣
有
朋
差
出
百
十
九
通
、
桂
太
郎
差
出
三
十
七
通
、

田
中
義
一
差
出
七
十
六
通
、
な
ど
陸
軍
首
脳
書
簡
お
よ
び
後
藤
新
平
差
出
の
も
の
な
ど

を
含
む
。
書
類
は
、
二
個
師
団
増
設
問
題
・
西
原
借
款
・
シ
ベ
リ
ア
出
兵
関
係
の
ほ
か

首
相
時
代
の
外
交
政
策
に
関
す
る
も
の
な
ど
重
要
な
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（
６
）
。

同
じ
く
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
の
寺
内
寿
一
関
係
文
書
は
、
三
四
六
点
。
ほ

と
ん
ど
が
寿
一
宛
の
書
簡
で
あ
る
。 

従
来
、
寺
内
正
毅
・
寿
一
の
研
究
は
こ
の
山
口
県
立
大
学
図
書
館
・
国
立
国
会
図
書

館
憲
政
資
料
室
所
蔵
の
も
の
の
み
が
対
象
と
な
っ
て
い
た
（
７
）
。
当
館
新
収
の
寺
内
正
毅
・

寿
一
資
料
中
の
掛
軸
・
書
簡
等
史
料
（
約
二
〇
〇
点
）
に
は
、
吉
田
松
陰
、
高
杉
晋
作

な
ど
の
書
等
と
、
山
縣
有
朋
、
乃
木
希
典
等
差
出
の
書
簡
、
寿
一
経
歴
書
、
寿
一
宛
書

簡
な
ど
を
含
み
、
こ
の
二
機
関
に
は
寄
贈
さ
れ
ず
、
長
く
寺
内
家
に
収
蔵
さ
れ
て
き
た

も
の
で
あ
り
、
山
口
県
立
大
学
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
資
料
の
欠
け
た

部
分
を
補
完
す
る
も
の
と
な
る
。

三　

寺
内
正
毅
・
寿
一
新
収
資
料
中
の
皇
室
下
賜
工
芸
品

　
　

に
つ
い
て

寺
内
正
毅
・
寿
一
新
収
資
料
に
つ
い
て
の
詳
細
な
調
査
は
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
い
が
、

そ
の
中
で
漆
工
芸
品
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
よ
り
先
行
調
査
に
入
っ
て
い
る
。

新
収
資
料
の
う
ち
皇
室
よ
り
の
下
賜
品
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、以
下
の
八
点
で
あ
る
。

【
表
１　

寺
内
正
毅
・
寿
一
新
収
資
料
中
の
皇
室
下
賜
工
芸
品
】 

皇
室
よ
り
の
下
賜
品

は
、
皇
室
の
篤
い
信
任
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
作

成
さ
れ
て
い
る
寺
内
正
毅
・
寿
一
年
譜
に
は
、
下
賜
に
関
す
る
記
載
は
未
掲
で
あ
る
。

今
回
、
表
１
の
皇
室
下
賜
工
芸
品
の
中

一
、 

資
料
番
号
一
九
「
菊
花
紋
菊
枝
蒔
絵
手
箱
」【
口
絵
１
〜
３
】

二
、  

資
料
番
号
一
四
・
一
五
「
菊
花
紋
散
蒔
絵
文
台
」「
菊
花
紋
散
蒔
絵
硯
箱
」【
口

絵
４
〜
６
】

　

の
二
作
品
に
つ
い
て
、
来
歴
調
査
を
行
っ
た
。

筆
者
は
、『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
一
九
号
「
大
正
期
皇
室
下
賜
工
芸
品
の
発

表１　寺内正毅・寿一新収資料中の皇室下賜工芸品

資料
番号 名称 数量 法量（cm） 添え状など

14 菊花紋散蒔絵文台 1 幅 61.1 ×奥行 35.2 ×
高 12.2

札「今上陛下御下賜 /御紋章入御文台 /同　御硯箱 /（大正五年一月）」裏「大正天
皇御下賜 /御紋章入文台 /同　御硯箱」
外箱側面にシール「83（共）87」
外箱側面にシール「第二百七十七号 /御文章入 /御文台　一」

15 菊花紋散蒔絵硯箱 1 蓋 24.5 × 21.9 × 5.0
蓋側面にシール「第二七八」
外箱の側面にシール「第二百七十八号 /御文章入 /御硯箱　一」
外箱側面にシール「83」

16 菊花紋吉野山蒔絵
料紙箱 1 43.9 × 35.7 × 15.3

目録「御紋付蒔絵料紙文庫硯箱　一組」
身の内底面にシール「第二八〇」
札　表「大正天皇御下賜 /御紋章入御料紙箱 /同　硯箱」　裏「今上陛下御下賜 /御
紋章入御料紙箱 /同　御硯箱」
外箱蓋表面にシール「第二八〇」「５」

17 菊花紋吉野山蒔絵
硯箱 1 26.3 × 23.5 × 5.7 蓋の表面にシール「第二七九」

19 菊花紋菊枝蒔絵手
箱 1 25.8 × 21.8 × 13.0

札「明治天皇御下賜 /御紋章入蒔絵手箱 /（明治三十七八年戦役 /大本営解散ノ時）」
身の底面にシール添付あり「寺内蔵　第百〇四番 /蒔絵手箱 /一個」
中に大高檀紙の目録あり「蒔絵手箱　一個」
外箱の側面に身の底面と同じ内容のシールあり。

20 草花蒔絵箱 1 20.0 × 15.4 × 8.0 外箱上面にS３３のシール添付。側面に、「第一〇三号、蒔絵草花模様御下賜品」のシー
ル添付。「御賜蒔絵箱」の墨書あり。

30 吉野山蒔絵鼻紙台 1 幅 28.2 ×奥行 19.9 ×
高 24.0

外箱の蓋には「若葉　黒塗御鼻紙台」裏には「昭憲皇太后陛下御遺物 /大正三年甲
寅八月下賜」
外箱蓋にシール「（漆器）8/ 日本 /蒔絵黒塗鼻紙台」

50 銀製菊花紋桐唐草
線刻三ッ組盃 3

大　径 14.0 ×高 4.2
中　径 12.6 ×高 4.0
小　径 10.5 ×高 3.6

銀製。見込中央に、複弁菊花紋を線刻し、口縁内側周縁に桐唐草を線刻する。
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注
と
制
作
に
関
す
る
一
考
察
」
に
お
い
て
、
皇
室
下
賜
品
の
寄
贈
経
緯
と
宮
内
省
よ
り

の
発
注
経
緯
、
そ
れ
を
受
注
し
た
作
家
に
つ
い
て
、
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所

蔵
の
宮
内
省
調
度
寮
作
成
『
予
備
品
録
』
等
を
調
査
検
討
し
、
研
究
成
果
を
発
表
し
て

い
る
（
８
）
。

今
回
新
出
の
寺
内
家
所
蔵
皇
室
下
賜
品
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
調
査
を
行
え
ば
、
下

賜
の
時
期
や
内
容
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
寺
内
正
毅
・
寿
一
年
譜
に
新
た
な
事
項

を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

四　

各
作
品
の
来
歴
調
査

四
―
一　
「
菊
花
紋
菊
枝
蒔
絵
手
箱
」

資
料
番
号
一
九
「
菊
花
紋
菊
枝
蒔
絵
手
箱
」
に
添
え
ら
れ
た
札
に
は
「
明
治
天
皇
御
下

賜
／
御
紋
章
入
蒔
絵
手
箱
／
（
明
治
三
十
七
八
年
戦
役
／
大
本
営
解
散
ノ
時
）」
と
あ
る
。

寺
内
正
毅
は
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）・
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
の
日
露
戦
争
時

に
は
陸
軍
大
臣
と
し
て
、
戦
勝
に
向
け
尽
力
し
た
。
日
露
戦
争
大
本
営
は
、
明
治
三
八

年
一
二
月
二
〇
日
に
解
散
し
て
い
る
。『
明
治
天
皇
紀
（
９
）

』
に
は

二
十
日　

大
本
営
を
閉
づ
る
を
以
て
、
参
謀
総
長
侯
爵
山
縣
有
朋
・
海
軍
大
臣
男

爵
山
本
権
兵
衛
・
陸
軍
大
臣
寺
内
正
毅
・
海
軍
軍
令
部
長
子
爵
伊
東
祐
亨
を
御
座

所
に
召
し
、
勅
語
を
賜
ふ
、
其
の
文
に
曰
く
、

客
歳
大
本
営
設
置
以
来
卿
等
帷
幄
ノ
機
務
ニ
参
画
シ
朕
カ
陸
海
両
軍
統
帥
ノ
任
ヲ

翼
賛
シ
各
機
関
ノ
経
営
皆
其
宜
ニ
適
シ
以
テ
交
戦
ノ
目
的
ヲ
達
シ
朕
カ
深
厚
ノ
倚

信
ニ
副
ヘ
リ
朕
太
タ
之
ヲ
嘉
尚
ス

と
の
記
載
が
あ
る
。

な
お
、『
寺
内
正
毅
日
記）
10
（

』は
明
治
三
八
年
一
〇
月
二
五
日
以
降
の
記
述
を
欠
く
た
め
、

こ
の
日
の
記
述
は
な
い
。

一
方
、
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
明
治
三
九
年
四
〇
年　

予
備
品
録　

調
度
寮）
11
（

』
に
は
下
記
の
記
載
が
あ
り
、
大
本
営
解
散
か
ら
半
年
を
経
た
翌
明
治
三
九
年

五
月
八
日
に
前
述
の
『
明
治
天
皇
紀
』
に
記
さ
れ
た
海
軍
大
臣
男
爵
山
本
権
兵
衛
・
陸

軍
大
臣
寺
内
正
毅
・
海
軍
軍
令
部
長
子
爵
伊
東
祐
亨
、
さ
ら
に
内
閣
総
理
大
臣
桂
太
郎
、

枢
密
顧
問
官
伯
爵
松
方
正
義
、
陸
軍
大
将
男
爵
岡
沢
精
に
記
念
の
工
芸
品
が
下
賜
さ
れ

た
こ
と
が
判
明
す
る
。

【
史
料
一
】（
傍
線
筆
者
）

第
四
一
号

※
欄
外 

永
久
保
存

明
治
三
十
九
年
五
月
八
日　

主
任
都
筑
鉤
太
郎
㊞　

調
度
局
長
㊞　

調
度
局
主
任
印 

供
給
課
長
㊞

　
　
　
　

予
備
品
支
出
伺

第
五
八
号　

御
紋
付
手
箱　

黒
地
秋
草
蒔
絵　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
個

　
　
　
　
　
　

代
金
六
百
弐
拾
五
円
也

　
　
　
　
　

但
大
本
営
解
散
ニ
付
思
召
ヲ
以
テ
内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
桂
太
郎
ヘ
下
賜

第
六
一
号　

御
紋
付
手
箱　

平
目
地
水
澤
瀉
蒔
絵　
　
　
　
　
　
　

壱
個

　
　
　
　
　
　

代
金
五
百
弐
拾
円
也

　
　
　
　
　

但
同
上　
　

枢
密
顧
問
官
伯
爵
松
方
正
義
ヘ
下
賜

第
五
九
号　

御
紋
付
手
箱　

西
洋
花
束
図
蒔
絵　
　
　
　
　
　
　
　

壱
個

　
　
　
　
　
　

代
金
四
百
参
拾
五
円
也

　
　
　
　
　

但
同
上　
　

海
軍
大
臣
男
爵
山
本
権
兵
衛
ヘ
下
賜

第
五
六
号　

御
紋
付
手
箱　

平
目
地
ニ
菊
模
様
蒔
絵　
　
　
　
　
　

壱
個

　
　
　
　
　
　

代
金
四
百
弐
拾
円
也

　
　
　
　
　

但
同
上　
　

陸
軍
大
臣
寺
内
正
毅
ヘ
下
賜

第
五
五
号　

御
紋
付
手
箱　

黒
地
秋
草
蒔
絵　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
個

　
　
　
　
　
　

代
金
参
百
八
拾
五
円
也

　
　
　
　
　

但
同
上　
　

海
軍
大
将
子
爵
伊
東
祐
亨
ヘ
下
賜

第
六
〇
号　

御
紋
付
手
箱　

金
地
ペ
ト
ニ
ヤ
ブ
ロ
ヘ
リ
蒔
絵　
　
　

壱
個

　
　
　
　
　
　

代
金
参
百
八
拾
円
也

　
　
　
　
　

但
同
上　
　

陸
軍
大
将
男
爵
岡
沢
精
ヘ
下
賜

右
予
備
品
ノ
内
第
一
九
三
号
内
事
課
長
ノ
通
牒
ニ
依
リ
支
出
可
然
哉
相
伺
候
也
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こ
の
時
に
寺
内
正
毅
に
下
賜
さ
れ
た
「
御
紋
付
手
箱　

平
目
地
ニ
菊
模
様
蒔
絵　

代

金
四
百
弐
拾
円
」
は
、
前
年
の
『
明
治
三
六
年
明
治
三
八
年　

予
備
品
録　

調
度
寮）
12
（

』 

に
記
載
が
あ
る
「
御
紋
付
平
目
地
菊
模
様
蒔
絵
手
箱　

壱
個　

代
金
四
百
弐
拾
円
也
」

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

【
史
料
二
】（
傍
線
筆
者
）

第
二
一
号

※
欄
外 

永
久
保
存

立
案　

明
治
三
八
年
十
一
月
三
十
日

決
裁　

明
治
同
年
十
二
月
二
日　
　
　
　

調
度
局
供
給
課
長
竹
中
公
鍳
㊞

大
臣
印　

次
官
㊞　

調
度
局
長
㊞　

内
蔵
頭
花
押　

調
査
課
長　

調
度
局
主
事
㊞ 

　
　
　
　
　
　

内
蔵
主
事
㊞　

調
度
課
次
長
㊞

　
　
　
　

予
備
品
購
入
之
義
ニ
付
稟
議

一
御
紋
付
平
目
地
菊
模
様
蒔
絵
手
箱　
　
　
　

壱
個　

　
　

代
金
四
百
弐
拾
円
也

　
　
　
　
　
　

納
人　

漆
工
合
資
会
社
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
木
真
弓

一
御
紋
付
芍
薬
図
蒔
絵
手
箱　

壱
個

　
　

代
金
四
百
五
拾
円
也

　
　
　
　
　
　

納
人　

同
人

一
御
紋
付
梨
子
地
内
鉄
扇
草
蒔
絵
手
箱　

壱
個

　
　

代
金
参
百
五
拾
九
円
弐
拾
銭
也

　
　
　
　
　
　

納
人　

同
人

一
御
紋
付
四
季
草
花
図
銀
花
瓶　
　
　
　

壱
対

　
　

代
金
七
百
円
也

　
　
　
　
　
　

納
人　

海
野
勝
珉

右
者
贈
賜
品
ニ
必
要
有
之
代
価
取
調
候
処
敢
テ
不
相
当
ニ
モ
無
之
調
製
方
取
計
可
然

哉
特
別
会
計
候
也

　
（
朱
字
）　

参
照　

第
一
款
宮
内
大
臣
裁
定
ノ
件

一
予
備
品
購
入
及
目
的
用
途
外
ノ
需
用
ニ
転
売
若
ク
ハ
腐
損
売
却

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
積
書

一
金
四
百
弐
拾
円
也

　

但　

御
紋
付
平
目
地
菊
模
様
蒔
絵
手
箱　
　
　
　

壱
個　

　
　
　

内

　

金
五
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
地

　

金
拾
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

銀
覆
輪

　

金
弐
拾
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塗

　

金
百
九
拾
弐
円
弐
拾
銭　
　
　
　
　

蒔
絵
金
粉
参
拾
壱
匁

　

金
百
九
拾
四
円　
　
　
　
　
　
　
　

同
工
料
壱
百
九
拾
四
人

　

金
六
円
八
拾
銭　
　
　
　
　
　
　
　

帛
紗
外
箱
其
他
諸
雑
費

右
之
通
リ
ニ
御
堅
ク
候
也

　

明
治
三
十
八
年
十
一
月

　
　

漆
工
合
資
会
社
長
印　

荒
木
真
弓

宮
内
省
調
度
局
御
中

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　

仕
様
書

一
御
紋
付
平
目
地
菊
模
様
蒔
絵
手
箱　
　
　
　

壱
個　

　
　

此
代
価
金
四
百
弐
拾
円
也

　
　

一
木
地　
　
　
　
　
　
　
　

上
等
檜
材

　
　

一
塗　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
着
本
堅
地

　
　

一
覆
輪　
　
　
　
　
　
　
　

銀
製

　
　

一
蒔
絵

　
　
　

御
紋
章　

焼
金
中
高
蒔
絵
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外
部
総
焼
金
薄
蒔
平
目
地

　
　
　

菊
模
様　

中
高
蒔
絵

　
　
　

菊
花　
　

夜
光
貝
及
焼
金
取
交
セ

　
　
　

菊
葉　
　

線
焼
金　

菊
葉
青
金
石
目
金
線
書
割

　
　
　

菊
茎　
　

焼
金
青
金
取
交

　
　
　

内
部　
　

小
判
濃
梨
子
地

　
　
　

蝶　
　
　

銀
青
金
焼
金
取
交
セ
ア
シ
ラ
ヒ

右
之
通
リ
に
御
堅
く
也

　

明
治
三
十
八
年
十
一
月　

日

　
　

漆
工
合
資
会
社
長
印　

荒
木
真
弓
㊞

こ
の
仕
様
は
資
料
番
号
一
九
「
菊
花
紋
菊
枝
蒔
絵
手
箱
」
の
造
作
と
一
致
す
る
こ
と

か
ら
、
寺
内
正
毅
に
明
治
三
八
年
一
二
月
の
大
本
営
解
散
の
際
に
下
賜
さ
れ
た
品
は
、

漆
工
合
資
会
社
社
長
荒
木
真
弓
に
よ
る
「
御
紋
付
平
目
地
菊
模
様
蒔
絵
手
箱　

代
価
金

四
百
弐
拾
円
」
で
あ
る
こ
と
が
確
か
と
な
っ
た
。

漆
工
合
資
会
社
長
荒
木
真
弓
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
調
査
が
な
さ
れ
て

い
な
い）
13
（

。
わ
ず
か
に
『
日
本
漆
工
会
報
告
』『
日
本
漆
工
会
雑
誌
』
に
そ
の
名
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。『
日
本
漆
工
会
報
告
』
第
二
回）
14
（

で
は
「
日
本
漆
工
会
」
の
書
記
に
名

を
連
ね
、『
日
本
漆
工
会
報
告
』第
三
回）
15
（

、第
四
回）
16
（

で
は
、著
作
兼
発
行
者
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
漆
工
会
と
は
「
東
京
の
蒔
絵
師
や
有
志
に
よ
っ
て
、
明
治
二
十
四
年
に
日
本
漆

工
会
が
発
足
（
中
略
）
会
員
相
互
の
親
睦
を
計
る
と
と
も
に
、
講
演
会
や
競
技
会
を
開

催
し
て
、
蒔
絵
や
髤
漆
の
進
歩
向
上
に
努
め
た
。
ま
た
、
明
治
三
十
三
年
か
ら
『
日
本

漆
工
会
雑
誌
』
を
発
行
し
、昭
和
四
年
三
三
五
号
か
ら
『
漆
と
工
藝
』
と
改
題
し
た
が
、

漆
工
藝
専
門
の
定
期
刊
行
誌
と
し
て
、
漆
工
界
に
寄
与
し
た
役
割
は
大
き
い）
17
（

」
と
評
価

さ
れ
る
漆
工
関
係
者
の
団
体
で
あ
る
。「
日
本
漆
工
会
」
会
頭
は
子
爵
品
川
彌
二
郎
で

あ
り
、
副
会
頭
は
子
爵
田
中
光
顕
が
つ
と
め
て
い
る
。
漆
工
家
は
、
柴
田
是
真
、
池
田

泰
真
、
小
川
松
民
ら
が
発
起
人
と
な
っ
て
い
る
。

大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
の
『
日
本
漆
工
会
雑
誌
』
に
は
、
荒
木
真
弓
の
死
去
に
際

し
て
、
追
悼
文
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。（
山
田
僊
太
郎
「
憶
荒
木
真
弓
君）
18
（

」） 

そ
の
追
悼
文
よ
り
荒
木
真
弓
の
経
歴
を
み
て
み
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
荒
木
真
弓
は

水
戸
の
出
身
。
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
浅
井
寛
哉）

19
（

門
下
と
な
り
、
彫
刻
を
学
ぶ
。

後
に
海
野
勝
珉
に
そ
の
技
術
を
認
め
ら
れ
、
海
野
の
紹
介
に
よ
り
小
川
松
民
と
知
り
合

い
、
日
本
漆
工
会
の
書
記
と
な
っ
た
。
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
日
光
保
晃
会
に
よ

る
日
光
社
寺
修
理
の
際
に
、
委
員
と
な
り
、
現
地
指
導
に
あ
た
っ
た）
20
（

。 

そ
の
後
は
漆
の
各
生
産
地
を
視
察
し
て
生
産
地
固
有
の
特
色
を
失
わ
な
い
よ
う
改
良

指
導
を
お
こ
な
い
、
特
に
漆
樹
増
植
に
よ
る
漆
液
採
取
増
加
活
動
と
国
産
漆
液
保
護
に

よ
る
日
本
漆
工
界
発
展
活
動
を
続
け
た
。

ま
た
パ
リ
万
博
、
セ
ン
ト
ル
イ
ス
万
博
へ
の
出
品
協
会
を
設
立
。
日
本
美
術
工
芸

二
十
余
団
体
の
集
合
体
で
あ
る
「
竹
の
台
茶
話
会
」「
國
華
倶
楽
部
」
を
創
設
し
た
。

明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
に
漆
工
合
資
会
社
を
設
立
し
、
社
長
と
な
る
が
、
遂
に

目
覚
し
い
成
績
を
上
げ
る
に
は
至
ら
な
い
ま
ま
、
大
正
六
年
七
月
、
六
五
歳
に
て
死
去

し
た
、
と
あ
る
。

皇
室
よ
り
の
発
注
を
多
く
受
け
た
漆
工
合
資
会
社
で
あ
る
が
、
営
業
的
に
は
振
る
わ

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
の
究
明
は
今
後
の
調
査
に
譲
り
た
い
。

四
―
二　
「
菊
花
紋
散
蒔
絵
文
台
」「
菊
花
紋
散
蒔
絵
硯
箱
」

資
料
番
号
一
四
・
一
五
「
菊
花
紋
散
蒔
絵
文
台
」「
菊
花
紋
散
蒔
絵
硯
箱
」
に
は
、「
今

上
陛
下
御
下
賜
／
御
紋
章
入
御
文
台
／
同　

御
硯
箱
／
（
大
正
五
年
一
月
）」
裏
「
大

正
天
皇
御
下
賜
／
御
紋
章
入
文
台
／
同　

御
硯
箱
」
の
札
が
添
付
さ
れ
て
い
る
が
、
資

料
番
号
一
九
と
違
い
、
何
の
功
績
に
対
す
る
賜
与
で
あ
る
か
が
不
明
で
あ
る
。

荒木真弓
「憶荒木真弓君」

（『日本漆工会雑誌』）より
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寺
内
正
毅
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
六
月
二
四
日
に
元
帥
府
に
列
せ
ら
れ
た
。
ま

た
同
年
一
〇
月
九
日
に
は
寺
内
内
閣
が
成
立
し
て
お
り
、
大
正
五
年
は
、
寺
内
正
毅
に

と
っ
て
記
念
す
べ
き
年
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
天
皇
よ
り
品
を
賜
る
こ
と
は
納
得
の

い
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、い
ず
れ
も
添
え
札
に
あ
る
「
一
月
」
に
は
合
致
し
な
い
。

幸
い
『
大
正
五
年
予
備
品
録　

調
度
寮）
21
（

』
に
こ
の
賜
与
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
案
件

を
見
出
す
こ
と
が
出
来
た
。

【
史
料
三
】（
傍
線
筆
者
）

第
三
七
号

※
欄
外  

永
久
保
存　

大
正
五
年
一
月
二
二
日　
　

調
度
寮
予
備
用
品
取
扱
主
任
真
鍋
之
拡
㊞

予
備
品
管
理
部
局
長
官

　

調
度
頭
㊞　

事
務
官
㊞　

内
蔵
頭
㊞　

事
務
官
㊞

　
　
　
　

予
備
品
支
出
回
議
書

第
三
号　

御
紋
散
文
台
硯
箱　
　
　
　
　
　
　

壱
組

　
　
　
　
　
　

代
金
八
百
八
拾
五
円
也

　
　
　
　

但　

朝
鮮
総
督
伯
爵
寺
内
正
毅
へ
賜
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
渡
先　

調
度
寮

右
別
紙
ノ
通
請
求
ニ
付
譲
渡
可
然
哉

「
朝
鮮
総
督
伯
爵
寺
内
正
毅
へ
賜
与
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
の
「
御
紋
散
文
台
硯
箱
」

は
「
初
代
朝
鮮
総
督
」
と
し
て
の
寺
内
の
功
績
に
対
し
て
の
賜
与
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、寺
内
正
毅
が
朝
鮮
総
督
と
な
っ
た
の
は
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
八
月
で
あ
り
、

六
年
の
間
を
お
い
て
の
賜
与
に
は
、
不
自
然
さ
を
感
じ
る
。

こ
の
間
の
寺
内
正
毅
の
動
向
を
寺
内
正
毅
日
記
よ
り
抽
出
し
て
み
た
。【
表
２　

明

治
四
三
年
〜
大
正
五
年　

寺
内
正
毅
の
動
向
】（『
寺
内
正
毅
日
記
』
よ
り
作
成
）

こ
の
表
に
よ
れ
ば
こ
の
間
、
寺
内
正
毅
が
日
本
を
不
在
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
明
治
天
皇
崩
御
、
昭
憲
皇
太
后
逝
去
喪
中
の
た
め
、
賜
与

表２　明治 43年～大正 5年　寺内正毅の動向

明治 43 年 京城 韓国

明治 44 年
1 月 在京城新年ヲ迎フ 韓国
8月 帰朝 日本

明治 45 年
3 月 総督府

韓国
6月 20 日 釜山発
7月 13 日 参内皇后へ朝鮮事情奏上 日本

大正 1年 10 月 1 日 神戸出港
韓国

大正 2年
1月 6日「宅ヨリ宮内大臣ハ先帝陛下御遺物幅二花瓶一ヲ思召ヲ以テ下賜ノ旨ヲ伝ヘ物品ノ伝達ヲ受ケタル旨申来ル」
7月 19 日 京城発帰京釜山より乗船

日本

8月 29 日「本日ハ併合第三年ノ記念日トス。皇太后陛下ニ拝謁。先帝ノ御遺品ヲ下賜セラル」

大正 3年

1月 1日「本年ハ三ケ年巳来初メテ新年ヲ東京ニ迎ヘタリ」

1月 18 日「此日沼津ニ於テ皇太后陛下ニ拝謁ス。随員ニ亦謁ヲ玉フ。予ニハ銀製花盛器ヲ玉ヰ種々有難キ御錠ヲ拝ス。」
2月 24 日「宮中ニ寒中天機ヲ伺フ」

5月 青山御所ニ参内ス　※昭憲皇太后祭のため度々
6月 朝鮮へ 韓国

9月 13 日 釜山より帰国 日本
10 月 8 日 釜山に上陸 韓国

大正 4年

4月 5日 馬関上陸

日本
9日 参内拝謁ヲ玉フ
13 日 賢所ニ参内ス

5月 7日 陛下ニ拝謁ヲ願
6月 6日 馬関発 韓国
10 月 27 日 大正天皇即位礼参列のため京城より帰京

日本
大正 5年

1月 露大公接遇
1月 13 日 午前陛下離宮ニ御尋
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が
遅
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
検
討
を

重
ね
た
い
。

次
に
、
こ
の
「
御
紋
散
文
台
硯
箱
」
は
誰
の
作
品
で
あ
る
の
か
を
、
再
び
『
予
備
品

録
』
よ
り
探
し
出
し
て
み
た
。

下
賜
の
前
年
『
大
正
四
年
予
備
品
録　

調
度
寮）
22
（

』
に
は
第
五
八
号
、
第
五
九
号
と
二

件
続
い
て
「
御
紋
散
シ
文
台
硯
箱
購
入
ノ
件
」
が
あ
る
。

第
五
八
号
は
「
一
、
御
紋
散
シ
文
台
硯
箱　

壱
組　

此
代
金
八
百
八
拾
五
円　

製
作

人
林
九
兵
衛
」、
第
五
九
号
は
「
一
、
御
紋
散
シ
文
台
硯
箱　

壱
組　

此
代
金
八
百
八

拾
五
円　

製
作
人
漆
工
合
資
会
社
荒
木
真
弓
」
で
あ
る
。

こ
の
二
件
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
寺
内
正
毅
に
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
仕
様

書
の
比
較
よ
り
検
討
し
て
み
る
。

【
史
料
四
】
第
五
八
号
（
傍
線
筆
者
）

【
林
九
兵
衛
】

　
　
　
　
　
　
　

仕
様
書

一
、
金
梨
子
地
御
紋
散
シ
蒔
絵
文
台
硯
箱　
　
　

壱
組

　
　

寸
法　
　

文
台　

縦
二
尺　

横
壱
尺
壱
寸
五
分　

高
参
寸
八
分

　
　
　
　
　
　

硯
箱　

蓋　

縦
八
寸
一
分　

横
七
寸
二
分　

高
一
寸
（
甲
盛
共
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

身　

縦
七
寸
八
分　

横
六
寸
八
分　

高
一
寸
三
分

　
　
　
　
　
　
　

仕
様

　

一
、
木
地　

上
等
檜
材

　

一
、
塗　
　

布
着
本
堅
地
塗

　

一
、
覆
輪　

銀
筆
返
シ
金
物　

銀
唐
草
肉
彫

　

一
、
蒔
絵　

文
台　

　

地　

小
判
濃
梨
子
地
（
内
外
共
）

　

御
紋
章　

陽　

焼
金
中
高　

陰　

青
金
中
高　

径
壱
寸
五
分

　

御
紋
散
シ
数　

弐
拾
個　

陽
拾
弐
個　

陰
八
個

硯
箱

　

地　

小
判
濃
梨
子
地
（
内
外
共
）

　

御
紋
章　

陽　

焼
金
中
高　

陰　

青
金
中
高　

径
壱
寸
五
分

　

御
紋
散
シ
数　

拾
参
個　

陽
九
個　

陰
四
個

小
道
具

　

筆
、
錐
、
小
刀
、
墨
挟
、
小
判
濃
梨
子
地

　

硯
縁
、
金
溜　

裏
、
小
判
濃
梨
子
地

一
、
金
物

　
　
　

覆
輪　

銀

　
　
　

小
道
具　

　
　
　

錐
、
小
刀
墨
挟
共
銀
菊
唐
草
肉
彫
穂
先
銀

　
　
　

水
入　

丸
形
銀
菊
唐
草
肉
彫
台
座
付

　

付
属　
（
以
下
略
）

【
史
料
五
】
第
五
九
号
（
傍
線
筆
者
）

【
荒
木
真
弓
】

　
　
　
　
　
　

仕
様
書

一
、
御
紋
散
梨
子
地
蒔
絵
文
台
硯
箱　
　
　

壱
組

　
　
　

寸
法　
　

文
台　

長
二
尺　

巾
壱
尺
壱
寸
五
分　

高
参
寸
八
分

　
　
　
　
　
　
　

硯
箱　

蓋　

縦
八
寸
一
分　

横
七
寸
二
分　
（
甲
ト
モ
）
高
一
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身　

縦
七
寸
八
分　

横
六
寸
八
分　

高
一
寸
三
分

　
　
　
　
　
　

仕
様

　

一
、
木
地　

上
等
檜
材

　

一
、
塗　
　

布
着
本
堅
地
塗

　

一
、
覆
輪　

銀

　

一
、
蒔
絵　

　
　

地　

表
裏
ト
モ
小
判
濃
梨
子
地

　
　

御
紋
章　

径
壱
寸
五
分　

陽
焼
金　

陰
小
判　

中
高

　
　
　

文
台　

陽
拾
弐　

陰
八

　
　
　

硯
箱
蓋　

陽
九　

陰
四
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文
台
木
口　

焼
金
地

　

一
、
小
道
具

　
　
　
　

錐
壱
本
、
小
刀
壱
挺
、
筆
弐
本
、
墨
挟
壱
挺
、
小
判
濃
梨
子
地

　

一
、
金
物　

小
道
具
及
筆
返
シ
共　
　

銀
菊
唐
草
地
彫

　
　
　
　

水
入　

円
形　

銀
菊
唐
草
地
彫

　

一
、
付
属　
（
以
下
略
）

漆
工
の
詳
細
な
技
法
に
つ
い
て
は
、
本
号
掲
載
の
小
松
大
秀
氏
論
考
「
寺
内
家
よ
り

受
贈
の
漆
芸
品
二
件
に
つ
い
て
」
に
委
ね
る
が
、御
紋
章
の
陰
が
青
金
中
高
で
あ
る
点
、

錐
・
小
刀
・
墨
挟
の
銀
金
物
が
菊
唐
草
肉
彫
で
あ
る
点
、
水
入
れ
に
台
座
が
付
し
て
い

る
点
よ
り
、
寺
内
正
毅
に
下
賜
さ
れ
た
「
御
紋
散
文
台
硯
箱
」
は
第
五
八
号
「
一
、
御

紋
散
シ
文
台
硯
箱　

壱
組　

此
代
金
八
百
八
拾
五
円　

製
作
人
林
九
兵
衛
」
に
該
当
す

る
と
考
え
る
。

製
作
人
と
し
て
名
が
出
て
い
る
林
九
兵
衛
と
は
、
現
在
も
続
く
刃
物
商
「
木
屋
」
の

こ
と
で
あ
る
。
刃
物
商
木
屋
は
塗
物
、
漆
器
を
商
う
本
家
木
屋
の
暖
簾
分
け
店
の
一
つ

を
発
祥
と
す
る
。
本
家
木
屋
の
創
業
者
は
初
代
林
九
兵
衛
で
あ
る
。
林
家
は
天
正
元
年

（
一
五
七
三
）
大
坂
に
薬
種
問
屋
を
開
き
、
豊
臣
秀
吉
御
用
を
務
め
た
が
、
大
坂
夏
の

陣
後
、
当
主
の
弟
九
兵
衛
が
徳
川
家
康
の
命
に
よ
り
江
戸
に
下
っ
た
。
林
家
が
二
都
に

分
か
れ
た
た
め
、「
林
」
の
字
を
分
解
し
て
「
木
屋
」
と
号
し
た
。
江
戸
創
業
は
天
正

元
年
（
一
五
七
一
）
で
、
明
暦
大
火
（
一
六
五
七
）
後
に
、
日
本
橋
室
町
一
丁
目
に
移

り
、
将
軍
家
を
は
じ
め
諸
大
名
の
ひ
い
き
を
受
け
て
栄
え
、
暖
簾
を
分
け
た
打
刃
物
木

屋
、
三
味
線
木
屋
、
化
粧
品
木
屋
、
文
房
具
木
屋
、
象
牙
木
屋
な
ど
数
店
舗
が
並
び
「
室

町
に
花
咲
く
木
屋
の
紺
の
れ
ん
」
と
言
わ
れ
た）
23
（

。 

『
漆
工
辞
典）
24
（

』「
東
京
漆
器
」
の
項
に
は
、「
廃
藩
置
県
や
廃
刀
令
な
ど
の
改
革
に
よ

り
、
有
力
な
需
要
者
を
失
っ
た
東
京
の
漆
器
産
業
は
一
時
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
が
、

経
済
の
発
展
と
と
も
に
、
明
治
中
期
に
は
全
国
漆
器
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
よ
う
に

な
る
。
日
用
雑
貨
漆
器
か
ら
輸
出
品
と
し
て
の
人
力
車
、
書
棚
や
硯
箱
な
ど
の
高
級
美

術
漆
器
ま
で
、
製
品
や
生
産
体
系
の
多
角
化
が
み
ら
れ
る
の
が
東
京
漆
器
の
一
つ
の
特

徴
で
あ
る
。（
中
略
）
作
家
は
漆
器
商
と
密
接
な
繋
が
り
を
も
ち
、
専
属
す
る
形
で
製

作
を
行
っ
て
い
た
。
特
に
日
本
橋
の
黒
江
屋
、
き
ん
藤
、
木
屋
は
「
通
り
三
軒
」
と
う

た
わ
れ
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
代
表
的
な
専
門
漆
器
店
だ
っ
た
が
、
大
震
災
や
戦
争
の

煽
り
を
受
け
、
存
続
し
て
い
る
の
は
黒
江
屋
の
み
で
あ
る
。
ま
た
東
京
美
術
学
校
の
設

立
（
一
八
八
七
）、
帝
室
技
芸
員
制
度
の
制
定
（
一
八
九
〇
）、
日
本
漆
工
会
の
発
足

（
一
八
九
一
）、
さ
ま
ざ
ま
な
博
覧
会
の
開
催
に
よ
り
、
美
術
工
芸
振
興
の
流
れ
が
促
さ

れ
た
。」（
傍
線
筆
者
）
と
あ
り
、
東
京
漆
器
を
代
表
す
る
漆
器
商
で
あ
っ
た
こ
と
が
判

明
す
る
。

五　

作
家
の
推
定

今
回
の
作
品
の
「
製
作
人
」
と
し
て
、
作
品
を
受
注
し
て
い
る
荒
木
真
弓
、
林
九
兵

衛
は
い
ず
れ
も
請
負
人
で
あ
り
、
実
際
に
作
品
を
制
作
し
た
作
家
を
特
定
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
特
に
皇
室
よ
り
の
用
命
品
に
は
銘
を
入
れ
る
こ
と
も
少
な
い
た
め
、
制
作
作

家
名
の
特
定
は
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、前
述
の
「
東
京
漆
器
」
の
項
に
は
「
作

家
は
漆
器
商
と
密
接
な
繋
が
り
を
も
ち
、
専
属
す
る
形
で
製
作
を
行
っ
て
い
た
。」
と

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
予
備
品
録
』
中
に
作
品
請
負
人
と
作
品
制
作
者
の
双
方

が
表
記
さ
れ
て
い
る
例
を
み
つ
け
れ
ば
、
あ
る
程
度
制
作
作
家
を
絞
り
込
む
こ
と
が
出

来
る
と
考
え
た
。

昨
年
の
『
紀
要
』
で
報
告
し
た
通
り
『
予
備
品
録
』
中
に
は
、
制
作
請
負
人
と
作
品

制
作
者
名
の
双
方
が
判
明
す
る
も
の
が
、
何
件
か
あ
る）
25
（

。
そ
こ
で
、
現
在
宮
内
公
文
書

館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
大
正
、
昭
和
期
の
『
調
度
寮　

予
備
品
録）
26
（

』
を
す
べ
て
精
査
し

て
み
た
。

そ
の
結
果
、
漆
工
品
発
注
全
九
九
件
の
う
ち
、
制
作
者
名
が
判
明
す
る
例
が
三
五
件

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。【
表
３　

大
正
期
・
昭
和
期
『
予
備
品
録
』
中
、
製
作
請
負

人
と
制
作
者
が
判
明
す
る
例
】

制
作
者
と
し
て
、
名
前
が
出
て
く
る
の
は
、
赤
塚
自
得
、
保
井
抱
中
、
江
馬
長
閑
、

船
橋
舟
珉
、
迎
田
秋
悦
、
戸
嶌
光
孚
、
植
松
弥
太
郎）
27
（

、
川
之
辺
一
朝
、
木
村
秀
雄
の
九

人
で
あ
る
。
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表３　大正期・昭和期『予備品録』中、製作請負人と制作者が判明する例

名称 年度 起案
番号 製作請負人 制作者 価格 備考

梨子地御紋散シ蒔絵書棚 大正 2年 12 林九兵衛 赤塚自得 4500 円

梨子地御紋散シ蒔絵書棚 大正 2年 12 漆工合資会社社長　荒木真弓 保井抱中 2800 円

黒蝋色地御紋散シ蒔絵書棚 大正 2年 12 漆工合資会社社長　荒木真弓 保井抱中 4330 円

黒蝋色地御紋散シ蒔絵書棚 大正 2年 12 林九兵衛 赤塚自得 2700 円

御紋付金地百合蒔絵手箱 大正 3年 1 漆工合資会社社長　荒木真弓 ＊ 480 円
下絵封筒に
「船橋」の署
名あり

御紋付金地八ツ手蒔絵手箱 大正 3年 16 漆工合資会社社長　荒木真弓 ＊ 625 円
下絵封筒に
「保井」の署
名あり

御紋付金地躑躅蒔絵手箱 大正 3年 20 漆工合資会社社長　荒木真弓 ＊ 520 円
下絵封筒に
「船橋」の署
名あり

御紋付金地多摩川ノ図蒔絵文台硯箱 大正 6年 5 漆工合資会社社長　荒木真弓 船橋舟珉 1535 円

御紋付焼石目金地芍薬ニ連翹蒔絵料紙文庫硯箱 大正 6年 5 林九兵衛 赤塚自得 1940 円

御紋章付菊図料紙文庫硯箱 大正 6年 5 京都奨美会　雨森菊太郎 迎田秋悦 1300 円

御紋付金地四季草花蒔絵手箱草花蒔絵料紙文庫
硯箱 大正 6年 5 三上治三郎 迎田秋悦→

戸嶌光孚　 2000 円 制作者変更

御紋付金地老松ニ紅葉図蒔絵文台硯箱 大正 6年 5 三上治三郎 戸嶌光孚　 1500 円

御紋付須磨明石蒔絵料紙文庫硯箱 大正 6年 11 小林藤右衛門 保井抱中 2250 円

梨子地御紋散手箱 大正 6年 14 小林藤右衛門 保井抱中 400 円

梨子地御紋散文台硯箱 大正 6年 17 林九兵衛 赤塚自得 1000 円

梨子地御紋散文台硯箱 大正 6年 17 精工舎　岸光景 植松弥太郎 1000 円

御紋付柏ニ菊花蒔絵手箱 大正 6年 19 林九兵衛 赤塚自得 630 円

御紋付金地水仙蒔絵手箱 大正 6年 20 西村彦兵衛 戸嶌光孚　 470 円

御紋付金地藤蒔絵手箱 大正 6年 20 稲垣和三郎 迎田秋悦 500 円

御紋付金地茗花ノ図蒔絵手箱 大正 6年 21 漆工合資会社社長　荒木真弓 川之辺一朝 650 円

御紋付金地菊竹蒔絵手箱 大正 6年 22 三上治三郎 木村秀雄 550 円

御紋散梨子地手箱 大正 6年 23 京都奨美会　雨森菊太郎 江馬長閑 400 円

御紋付梨子地見返水車秋景蒔絵箱 大正 6年 34 小林藤右衛門 保井抱中 500 円

御紋付荒磯蒔絵文台硯箱 大正 7年 5 三上治三郎 戸嶌光孚 1485 円

御紋付山海蒔絵提箪笥 大正 7年 6 黒江漆器店 船橋舟珉 850 円

御紋付山水蒔絵手箱（保津川ノ図） 大正 7年 6 三上治三郎 戸嶌光孚 850 円

御紋付菊蒔絵提箪笥 大正 7年 6 小林藤右衛門 川之辺一朝 750 円

御紋付金地四季草花蒔絵手箱 大正 7年 8 西村彦兵衛 戸嶌光孚 650 円

御紋章付黒蝋色地蔦ニ竜胆蒔絵加伏蓋手箱 大正 8年 6 黒江漆器店　西金次郎 船橋舟珉 750 円

御紋章付多摩川之図蒔絵文台硯箱 大正 8年 7 漆工合資会社　山田僊太郎 船橋舟珉 1800 円

御紋章付保津川之図蒔絵文台硯箱 大正 8年 7 三上治三郎 戸嶌光孚 2300 円

御紋付蒔絵手箱（鉄仙ノ図） 昭和 3年 1 三上治三郎 迎田秋悦 390 円

御紋付蒔絵手箱（菊山水ノ図） 昭和 3年 1 三上治三郎 戸嶌光孚 380 円

金地蒔絵手箱（紅葉ノ図） 昭和 3年 13 京都選匠会 戸嶌光孚 980 円

金地蒔絵手箱（鉄仙ノ図） 昭和 3年 13 京都選匠会 迎田秋悦 380 円
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こ
の
表
よ
り
、
製
作
請
負
人
が
制
作
を
依
頼
し
て
い
る
作
家
と
の
関
連
を
み
る
と
以

下
の
よ
う
に
な
る
。

【
表
４　

製
作
請
負
人
と
制
作
者
の
連
関
】

漆
工
合
資
会
社
↓
保
井
抱
中
、
船
橋
舟
珉
、
川
之
辺
一
朝

小
林
藤
右
衛
門
↓
川
之
辺
一
朝
、
保
井
抱
中

精
工
舎　

岸
光
景）
28
（

↓
植
松
弥
太
郎

黒
江
漆
器
店
↓
船
橋
舟
珉

京
都
奨
美
会　

雨
森
菊
太
郎
↓
迎
田
秋
悦
、
江
馬
長
閑

稲
垣
和
三
郎
↓
迎
田
秋
悦

三
上
治
三
郎
↓
迎
田
秋
悦
、
戸
嶌
光
孚
、
木
村
秀
雄

京
都
選
匠
会
↓
迎
田
秋
悦
、
戸
嶌
光
孚

林
九
兵
衛
↓
赤
塚
自
得

こ
の
中
で
、
複
数
回
に
わ
た
り
同
じ
関
係
性
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
林
九
兵
衛
↓
赤

塚
自
得
の
み
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
明
治
四
〇
年
、
東
京
勧
業
博
覧
会
に
赤
塚
自
得
が
作
品
を
出
品
し
た
際
の

評
を
み
て
み
た
い）
29
（

。
こ
こ
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。（
傍
線
筆
者
）

○
「
孔
雀
躑
躅
花
蒔
絵
提
箪
笥
」（
一
等
賞
）「
烏
頭
花
蒔
絵
手
筥
」

 　
「
一
等
賞
ノ
選
ニ
入
レ
ル
モ
ノ
二
點
ア
リ
一
ヲ
林
九
兵
衛
出
品
赤
塚
自
得
作
孔
雀

躑
躅
花
蒔
絵
提
箪
笥
ト
シ
一
ヲ
保
井
庄
吉
ノ
松
島
蒔
絵
書
棚
ト
ス
、
提
箪
笥
ハ
蒔
絵

精
密
ニ
シ
テ
苦
心
ノ
作
タ
ル
ヲ
見
ル
扉
裏
面
ノ
製
佳
ナ
タ
サ
ル
ハ
遺
憾
ナ
リ
（
略
）

 　

右
ノ
外
賞
選
ニ
入
ラ
サ
リ
シ
モ
四
點
一
ヲ
林
九
兵
衛
出
品
赤
塚
自
得
作
ノ
烏
頭
花

蒔
絵
手
筥
ト
ス
」（「
東
京
勧
業
博
覧
会
審
査
報
告
」）

と
あ
り
、
赤
塚
自
得
作
品
を
林
九
兵
衛
が
出
品
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、大
正
元
年
第
四
九
回
日
本
美
術
協
会
展
出
品
の
「
八
ツ
手
蒔
絵
手
箱
」「
連

翹
蒔
絵
手
箱
」
に
つ
い
て
も

 　
「
又
同
氏
（
赤
塚
自
得
）
作
林
九
兵
衛
出
品
の
金
地
に
連
翹
蒔
絵
手
箱
は
列
品
中

優
秀
の
作
た
る
の
感
が
し
た
、（
略
）
如
何
に
見
て
も
同
氏
の
作
と
林
九
兵
衛
氏
の

出
品
た
る
こ
と
を
疑
は
し
め
な
い
、
所
謂
木
屋
式
に
し
て
、
亦
赤
塚
式
た
る
も
の
で

あ
る
」（「
日
本
美
術
協
会
秋
季
展
覧
会
漆
器
所
見
」）

大
正
四
年
第
十
二
次
漆
工
競
技
会
出
品
「
秋
草
蒔
絵
料
紙
硯
箱
」
に
つ
い
て
も
、

 　
「
赤
塚
自
得
氏
作
林
九
兵
衛
出
品
、
秋
草
蒔
絵
料
紙
硯
箱
、
其
婉
麗
な
る
意
想
と

技
術
の
精
巧
老
熟
の
點
に
於
て
間
然
す
る
所
な
き
も
此
種
の
意
匠
は
模
様
の
配
合
上

一
種
特
別
な
る
様
式
の
存
す
る
あ
り
て
（
略
）」（「
第
十
二
次
漆
工
競
技
会
出
品
評
」） 

と
記
さ
れ
て
お
り
、
赤
塚
自
得
の
作
品
は
必
ら
ず
林
九
兵
衛
に
よ
り
出
品
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
そ
の
作
品
に
つ
い
て
は
「
如
何
に
見
て
も
同
氏
の
作
と
林
九

兵
衛
氏
の
出
品
た
る
こ
と
を
疑
は
し
め
な
い
、
所
謂
木
屋
式
に
し
て
、
亦
赤
塚
式
」
と

言
わ
れ
る
ほ
ど
の
密
接
度
、
関
係
性
で
あ
っ
た
。

筆
者
が
前
稿
「
大
正
期
皇
室
下
賜
工
芸
品
の
発
注
と
制
作
に
関
す
る
一
考
察
」
で
記

述
し
た
通
り
、
宮
内
省
か
ら
の
発
注
は
作
家
に
直
接
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
請
負
人
を

通
じ
て
行
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
林
九
兵
衛
が
請
負
人
と
な
っ
て
い
る
「
御
紋
散
文
台

硯
箱
」
は
、
赤
塚
自
得
の
作
品
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

さ
ら
に
『
予
備
品
録
』
中
に
は
、
制
作
者
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
下
絵
入
り
の
封

筒
に
「
船
橋
」「
保
井
」
の
署
名
が
記
さ
れ
て
い
る
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
見
積
書
や

表４　製作請負人と制作者の連関

請負人 制作者 発注回数
林九兵衛 赤塚自得 5

漆工合資会社社長　荒木真弓
保井抱中 3
船橋舟珉 3
川之辺一朝 1

漆工合資会社　山田僊太郎 船橋舟珉 1

小林藤右衛門
保井抱中 3
川之辺一朝 1

精工舎　岸光景 植松弥太郎 1
黒江漆器店 船橋舟珉 2

京都奨美会　雨森菊太郎
迎田秋悦 1
江馬長閑 1

西村彦兵衛 戸嶌光孚　 2
稲垣和三郎 迎田秋悦 1

三上治三郎
戸嶌光孚　 5（6）※
迎田秋悦 2（1）※
木村秀雄 1

京都選匠会
戸嶌光孚 1
迎田秋悦 1

※迎田秋悦から戸嶌光孚へ制作者が変更になった例が一例ある。（30）
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仕
様
書
に
制
作
者
名
が
な
い
も
の
で
も
、
作
家
に
作
品
依
頼
し
て
い
た
こ
と
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

む
す
び

今
回
、
寺
内
正
毅
・
寿
一
新
収
資
料
中
、
皇
室
よ
り
下
賜
さ
れ
た
漆
工
品
二
件
に
つ

い
て
の
来
歴
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
資
料
番
号
一
四
・
一
五
「
菊
花
紋
散
蒔
絵
文
台
」「
菊
花
紋
散
蒔
絵
硯
箱
」

は
大
正
四
年
に
林
九
兵
衛
が
請
負
製
作
し
た
も
の
で
あ
り
、
資
料
番
号
一
九
「
菊
花
紋
菊

枝
蒔
絵
手
箱
」
は
明
治
三
八
年
に
荒
木
真
弓
が
請
負
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
荒
木
真
弓
に
つ
い
て
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
調
査
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
「
日
本
漆

工
会
」
の
経
営
陣
と
し
て
明
治
漆
工
界
の
核
と
な
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

ま
た
『
予
備
品
録
』
を
精
査
し
、
ま
た
他
資
料
と
合
わ
せ
て
推
察
す
る
こ
と
で
、
林

九
兵
衛
が
請
け
負
っ
た
作
品
は
、
赤
塚
自
得
に
制
作
依
頼
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い

こ
と
を
見
出
せ
た
。

さ
ら
に
、
今
回
作
成
掲
示
し
た
『
予
備
品
録
』
の
請
負
人
と
制
作
者
一
覧
表
は
、
今

ま
で
制
作
作
家
名
が
比
定
で
き
な
か
っ
た
作
品
の
作
家
名
を
今
後
、
推
定
す
る
手
が
か

り
と
し
て
有
効
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
作
品
に
つ
い
て
の
考
察
は
小
松
大
秀
氏
の
論
考
「
寺
内
家
よ
り
受
贈
の
漆
芸

品
二
件
に
つ
い
て
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

註（
１
）
寺
内
多
恵
子
氏
は
寿
一
妻
順
子
氏
の
継
嗣
で
あ
る
。

（
２
）
資
料
番
号
三
五
―
一
―
八
「
南
方
軍
総
司
令
官
寺
内
元
帥
の
死　

南
方
軍
総
参

謀
長
沼
田
多
稼
蔵
記
」
よ
り
。

（
３
）
山
口
県
立
大
学
よ
り
韓
国
慶
南
大
学
校
へ
寄
贈
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。

（
４
）
伊
藤
幸
司
編
『
寺
内
正
毅
ゆ
か
り
の
図
書
館　

桜
圃
寺
内
文
庫
の
研
究
』（
勉
誠

出
版　

二
〇
一
三
）　

（
５
）
さ
ら
に
今
年
度
新
た
な
書
簡
等
史
料
約
八
〇
〇
点
が
寺
内
多
恵
子
氏
よ
り
追
加

寄
贈
さ
れ
た
。

（
６
）『
寺
内
正
毅
関
係
文
書
目
録
（
付
）
岡
市
之
助
関
係
文
書
目
録
』
憲
政
資
料
目
録

八
（
国
立
国
会
図
書
館　

一
九
七
一
） 

（
７
）
山
本
四
郎
編
『
寺
内
正
毅
日
記
―
一
九
〇
〇
〜
一
九
一
八
―
』（
京
都
女
子
大
学

一
九
八
〇
）、
山
本
四
郎
編
『
寺
内
正
毅
関
係
文
書
―
首
相
以
前
』（
京
都
女
子

大
学　

一
九
八
四
） 

（
８
）
拙
稿
「
大
正
期
皇
室
下
賜
工
芸
品
の
発
注
と
制
作
に
関
す
る
一
考
察
」（『
学
習

院
大
学
史
料
館
紀
要
』
第
一
九
号　

二
〇
一
三
）

（
９
）
宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
八
〜
一
九
七
七
）

（
10
）『
寺
内
正
毅
日
記　

―
一
九
〇
〇
〜
一
九
一
八
―
』（
山
本
四
郎
編　

京
都
女
子

大
学　

一
九
八
〇
）

（
11
）『
明
治
三
九
年
四
〇
年　

予
備
品
録　

調
度
寮
』
識
別
番
号927

（
12
）『
明
治
三
六
年
明
治
三
八
年　

予
備
品
録　

調
度
寮
』
識
別
番
号926

（
13
） 

漆
工
史
学
会
編『
漆
工
辞
典
』（
角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一
二
）に
も
項
目
は
な
い
。

（
14
）『
日
本
漆
工
会
報
告
』
第
二
回
（
日
本
漆
工
会　

明
治
二
七
年
八
月
）

（
15
）『
日
本
漆
工
会
報
告
』
第
三
回
（
日
本
漆
工
会　

明
治
二
七
年
十
一
月
）

（
16
）『
日
本
漆
工
会
報
告
』
第
四
回
（
日
本
漆
工
会　

明
治
二
八
年
四
月
）

（
17
）
荒
川
浩
和
監
修
『
近
代
日
本
の
漆
工
芸
』（
京
都
書
院　

一
九
八
五
）

『大正三年　予備品録　調度寮』（31）



寺内正毅・寿
ひさ

一
いち

新収資料について ―皇室下賜工芸品の来歴調査―
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（
18
）『
日
本
漆
工
会
雑
誌
』
第
一
九
八
号
〜
第
二
百
号
（
日
本
漆
工
会　

大
正
六
年
八

月
〜
一
〇
月
）　

（
19
）
牙
彫
、
珊
瑚
彫
刻
家　

（
20
）
日
光
保
晃
会
と
は
日
光
二
社
一
寺
の
社
寺
長
職
を
中
心
と
し
て
、
明
治
八
年
に

発
足
し
た
社
寺
修
繕
に
協
賛
し
た
団
体
。初
代
会
長
松
平
容
保
。大
正
五
年
解
散
。

 

荒
木
真
弓
と
木
子
清
敬
、
伊
東
忠
太
と
の
間
で
、
日
光
東
照
宮
修
理
に
関
す
る

文
書
や
り
取
り
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
木
子
文
庫
史
料
よ
り
判
明
す
る
。

 

都
立
中
央
図
書
館
木
子
文
庫
﹇
木065-01-02, 04, 06, 10

﹈

（
21
）『
大
正
五
年　

予
備
品
録
二　

調
度
寮
』
識
別
番
号935-2

（
22
）『
大
正
四
年　

予
備
品
録
二　

調
度
寮
』
識
別
番
号934-2

（
23
）『
東
京
名
物
志
』（
公
益
社
、
明
治
三
四
年
）

（
24
）
漆
工
史
学
会
編
『
漆
工
辞
典
』（
角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一
二
）

（
25
）
注
（
８
）
に
同
じ

（
26
） 

現
存
す
る『
調
度
寮　

予
備
品
録
』は
大
正
二
年
〜
八
年
、昭
和
三
年
、昭
和
四
年
、

昭
和
七
年
の
も
の
で
あ
る
。

（
27
）
植
松
弥
太
郎
と
は
植
松
包
美
の
こ
と
で
あ
る
。

 

明
治
か
ら
昭
和
初
期
の
漆
芸
家
。
蒔
絵
師
植
松
抱
民
の
長
男
。
東
京
生
ま
れ
、

本
名
は
弥
太
郎
。
蒔
絵
を
父
抱
民
に
、
図
案
を
岸
光
景
に
学
ぶ
。
明
治
二
五

（
一
八
九
二
）
年
第
一
次
漆
工
競
技
会
・
褒
状
、
三
三
年
パ
リ
万
国
博
・「
料
紙
硯
・

手
箱
」
出
品
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
東
京
大
正
博
・
銅
牌
、
第
一
一
・
一
三

回
帝
展
・
審
査
員
な
ど
、
漆
工
界
の
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。

（
28
）
明
治
時
代
の
図
案
家
。
天
保
一
〇
年
生
ま
れ
。
父
岸
雪
に
ま
な
び
、
土
佐
派
、

琳
派
な
ど
の
影
響
も
う
け
る
。
内
務
省
、
大
蔵
省
の
製
図
掛
と
な
り
、
図
案
の

改
良
に
あ
た
る
。
石
川
県
や
京
都
な
ど
の
陶
業
・
漆
業
地
で
図
案
を
指
導
し
、

香
川
県
に
工
芸
学
校
を
設
立
す
る
な
ど
、
美
術
工
芸
の
振
興
に
つ
く
し
た
。
帝

室
技
芸
員
。
大
正
一
一
年
五
月
三
日
死
去
。

（
29
）
荒
川
浩
和
監
修
『
近
代
日
本
の
漆
工
芸
』（
京
都
書
院　

一
九
八
五
）

（
30
）
注
（
８
）
中
に
、
詳
細
記
述
あ
り
。

（
31
）『
大
正
三
年　

予
備
品
録　

調
度
寮
』
識
別
番
号933-1


